
路面電車と

バスで築いた

市営交通黄金時代

路
面
電
車

昭
和
二
年
、
そ
れ
ま

で
民
間
の
会
社
が
運
営
し
て
い
た

路
面
電
車
を
市
で
買
い
取
っ
た
の

が
、
市
営
交
通
の
始
ま
り
だ
よ
。

公
益
性
の
高
い
電
車
事
業
は
市
が

担
う
べ
き
だ
と
い
う
理
由
で
、
当

時
の
市
議
会
で
は
満
場
一
致
で
議

決
さ
れ
た
ん
だ
っ
て
。

市
バ
ス

僕
が
登
場
し
た
の
は
、

そ
の
す
ぐ
後
の
昭
和
五
年
。
そ
の

後
、
路
線
が
競
合
し
て
い
た
民
営

バ
ス
も
買
収
し
た
ん
だ
。

地
下
鉄

市
民
の
足
で
あ
る
公
共

交
通
を
市
が
運
営
す
る
こ
と
で
、

安
定
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
目

指
し
た
ん
だ
ね
。

路
面
電
車

戦
争
を
挟
ん
で
、
昭

和
二
十
年
代
ぐ
ら
い
ま
で
は
、
僕

が
主
役
の
時
代
。
こ

の
こ
ろ
は
、
市
営
交

通
の
輸
送
人
員
の
約

八
割
を
受
け
持
っ
て

い
た
ん
だ
。

市
バ
ス

そ
の
後
、

日
本
全
体
が
目
覚
ま

し
い
高
度
成
長
を
遂
げ
た
期
間
は
、

僕
と
路
面
電
車
さ
ん
が
二
人
三
脚

で
活
躍
し
た
時
代
だ
ね
。
市
バ
ス

の
輸
送
人
員
は
、
昭
和
三
十
九
年

に
路
面
電
車
を
追
い
越
し
、
そ
の

差
は
ど
ん
ど
ん
広
が
っ
て
い
っ
た

ん
だ
。

今年２月、道路運送法が改正され、乗り合

いバス事業に関する規制が緩和されました。

これまで需要と供給のバランスを考えて制限

されていた、新規路線の開設や既存路線の廃

止などを原則として自由化するものです。

乗客の多い路線については、従来のバス事

業者以外からも参入が予想され、運行便数の

増加や料金の引き下げなど、利用者の利便性

向上が期待されています。

しかし、事業者間の競争激化により、市営

交通を取り巻く環境はさらに厳しいものにな

ることが予想されています。バスはもちろん、

路面電車や地下鉄とも競合する新たなバス路

線への参入も考えられるからです。

改 正 後

一定の条件を満たすことを審査す
る許可制に

撤退まで一定期間を設けることを
条件とした事前届け出制に

上限の範囲内で自由に運賃を定め
られる上限認可制に

改 正 前

需要と供給の均衡を保つことを前
提とした免許制

公衆の利便が損なわれないことを
条件とする許可制

国が設定した基準に基づく認可制

新規参入

路線からの撤退

運賃

市
営
交
通
の
誕
生
か
ら

現
在
ま
で

冒
頭
で
ご
紹
介
し
た
通
り
、
危
機
的
な
経
営
状
況
に
あ
る
市
営
交
通
。

こ
れ
ま
で
に
歩
ん
で
き
た
道
の
り
と
、

経
営
改
善
に
向
け
た
動
き
な
ど
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

市が買収した直後、昭和４年の路
面電車（南１条西１丁目付近）

昭和３９年の札幌駅前通（三越前電停）。ラッ
シュ時には１回で電車に乗れないこともしば
しばであった

乗 り 合 い バ ス の 規 制 緩 和 と は

大通西２丁目にあったバスセン
ター。懐かしいボンネットバス
の姿が見える（昭和３５年）
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